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災害時等における施設利用の協力に関する協定

横浜市(以下「甲Jという。)と {以下 f乙Jという。)との間

において、次のどおり協定を締結する.

(趣旨)

第 1条 この協定は、横浜市内に地震、風水害、その他の災害等が発生した、又は発生す

るおそれがある場合(以下「災害時等Jという。)に、乙が管理する施設(以下「施設J

という.)を利用して、横浜市防災計画(以下「防災計商Jという。)に基づく遺体安置

所とすることについて必要な事項を定めるものとする.

(用語の定義)

第2条 この協定における遺体安置所とは、災害現場等から発見された遺体の安置、検案、

遺留品の保管、身元確認、納棺等を行う施設とするa

，(対象施設)

第3条本協定の対象施設は、次のとおりとする。

所在地 横浜市都筑区池辺町 2973-1 

施設名 都筑スポーツセンタ}

(協カ要請)

第4条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を遺体安置所として利用する必要がある

ときは、原則として乙に対し協力を要請する。ただし、乙は、災害時等において緊急に

対応することが必要であると認められるときは、自主的な判断11:基づき、前条で規定す、

る施設を開放し、甲に協力する。

(連絡体制)

J 第5条 前粂で規定する甲の主要請は、施設を所管する区局の長の名に主り当該施設の施設叶

長~I;::対して行う。。2 前項の目的措するため、甲乙暗いに腕時の連絡先を報告し、随時更新する.

‘' d‘ 

(協力体制)

第百条 乙は、あらかじめ協カ内容について甲と協議し、協力体制を明らかにしてお4も

のとする。

2 前項の尚容に変更が生じた場合、乙は、甲lと報告するものとする。

(発災時の対応)

第7条 乙は、災害時等において速やかに、遺体安置所としての機能を果たせるよう施設

の開錠など必要な措置を講じるものとする。

2 乙は、前項で定める措置を行ったのち、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、遺体

安置所の開設及び運営に・協力する。

3 前二項の措置に伴う損害及び増加費用l士、合理性が認められる範囲で甲が負担すると

とを原員Jjとして、甲乙の協議により決定するものとする。ただし、災害救助治(昭和 22



， 

一.年f:a律第lis'号)‘が適用された場合は、災害救助法施行細則による救助の程度等 f昭和

40年神奈川県告示第561号)!ζ定めるところにより甲が負担する。

(備蓄及び敵l練等) ‘ 

第B条 乙は、横浜市震災対策条例(平成 1Q年2河横浜市条例第1号)第8条に定める事

業者としての基本的責務として、事業者自らの梓と責任附いて、その管理する施設

及び設備の地震に対する安全性の確保、食料、飲料水、トイレパッタ等の備替、消火、

救出救助等のための資材及び機材の塗備その他の震災対策の推進を図らおければならな

.~、.

2 乙は、前項iこ定めるものに加え、甲が実賭する備蓄物資の整備、訓練等に対し、積極

的に協力する£う努めなければならない. ー ~. 

3 乙は、'その能カを活用して積極的f~市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めなけ

'ればならない.

， 4， 乙l士、施設の職員等が災害時等の対応lこ関する知職又は設術を習得できるように、防

災前線等lと参加する機会を提供するよう努めなければならない.

(ぞの他〉

第9条本協定に定めるもののほか、本協定の実胞について必要な事項は、その都度甲乙

両者が協議して定めるものとするぜ

(有効期間)

第 10条i この協定書の有効期間は、平成 年月 日から平成 年月 日まで(指，

定期間と同ーの期間)とする.

本協定の締結を認するため、本書を2遇作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自 1遇を保

有する.

平成 l年月 日
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